
- 152 -

（５）関連図表

◯ 指標による現状把握

◯ 静岡県第４次地震被害想定

※死者及び傷病者数は最大被害想定

指 標 実 績

指標の項目 時点 静岡県 出典元

災害拠点病院指定数 2021.4 23 施設 災害拠点病院現況調査

病院機能を維持するために必要な全

ての建物が耐震化された災害拠点病

院の割合

2021.4
23/23 施設

（100%）
災害拠点病院現況調査

通常時の６割程度の発電容量のある

自家発電機等を保有し、３日分程度の

燃料を確保済の災害拠点病院の割合

2021.4
22/23 施設

（95.7%）

厚生労働省「災害拠点病

院の現況調査」

衛星電話を設置している災害拠点病

院及び救護病院の割合
2020.4

71/87 施設

（81.6%）
市町医療救護体制調査

病院の敷地内で患者が利用する全て

の建物が耐震化された救護病院の割合
2020.9

80/85 施設

（94.1%）

病院の耐震改修状況調

査

災害医療コーディネーター任命者数 2021.4 47 人 県委嘱

災害時小児周産期リエゾン任命者数 2021.4 16 人 周産期医療・小児医療に再掲

原子力災害拠点病院指定数 2021.4 ２施設 県指定

原子力災害医療協力機関登録数 2021.4 ８施設 県登録

区分 内容 死者及び傷病者数

レベル１

東海地震のように、発生頻度が比較

的高く、発生すれば大きな被害をも

たらす地震・津波

・死 者 数 約 16,000 人

・重傷者数 約 20,000 人

・軽症者数 約 51,000 人

＜予知なし・冬・深夜ケース＞

レベル２

南海トラフ巨大地震のように、発生

頻度は極めて低いが、発生すれば甚

大な被害をもたらす、最大クラスの

地震・津波

・死 者 数 約 105,000 人

・重傷者数 約 24,000 人

・軽症者数 約 50,000 人

＜陸側（予知なし・冬・深夜）ケース＞



- 153 -

○ 圏域別医療救護施設指定状況等（2021 年２月時点）

○ 広域医療搬送体制図

（出典：静岡県医療救護計画）

航空搬送拠点（東部・中部・西部）

県外（被災地外）基地・空港 ⇒ 災害拠点病院

自衛隊機（固定翼機・大型ヘリコプター）等

（患者搬送）

(ＤＭＡＴ派遣）

救護所 災害拠点病院

車両

新東名

浜松ＳＡ

東名

足柄ＳＡ（新）東名高速道路

広域医療搬送・広域受援広域医療搬送・広域受援

車両

患者県内搬送用ヘリコプター
（ドクターヘリ・自衛隊・消防ヘリ等）

救護病院

２次保健

医療圏

救護所

(市町指定)

救護病院

(市町指定)

災害拠点病院

(県指定)

災害拠点

精神科病院

(県指定)

航空搬送拠点

医療救護チーム

ＤＭＡＴ ＤＰＡＴ

賀茂 16 5 0 0

愛鷹

広域公園

0 0

熱海伊東 15 4 2 0 2 0

駿東田方 64 25 4 1 9 3

富士 25 11 2 0 6 1

静岡 60 10 5 1
静岡空港

15 8

志太榛原 32 7 3 0 9 0

中東遠 37 6 2 0 航空自衛隊

浜松基地

5 3

西部 76 17 5 2 15 8

全県 325 85 23 4 3 61 23
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○ 広域受援体制図

（出典：静岡県医療救護計画）

○ 災害時における災害医療コーディネーターの役割

広域受援体制図広域受援体制図
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病院

市町 薬剤
師会

郡市
医師会
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携
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携
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携
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携
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携
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携

各都道府県（ＤＭＡＴ）、日本赤十字社、日
本医師会、国立病院機構、日本病院会、
全日本病院協会、日本歯科医師会、日本
薬剤師会、日本看護協会等要請

要
請 調

整

救護所

各都道府県、日本赤十字社、日本医師会、
国立病院機構、日本病院会、全日本病院
協会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、
日本看護協会等

調
整

ＤＭＡＴ等

【 主要な医療支援チーム 】

ＤＭＡＴ、日赤救護班、ＪＭＡＴ等 各都道府県医療救護チーム

日赤県支部

徐々に
体制縮小

連携

地域
医療機関

連
携

連
携

日赤県支部

県医師会等

浜松医大

済生会等
全国組織

看護
協会

歯科
医師会

薬剤
師会

看護
協会

歯科
医師会

連
携

連
携

連
携

県医師会等

保健所
（方面本部健康福祉班）

連
携

救護病院

フェーズⅠ
【 超急性期 （～48時間） 】

フェーズⅡ
【 急性期 （３日～１週間） 】

フェーズⅢ
【 亜急性期以降～中長期 】

平時の「地域災害医療対策会議」で構築したネットワーク

災害医療
コーディネーター

連
携

連携

指令部 指令部 指令部

方面本部
指令班

方面本部
指令班

方面本部
指令班

消防
本部

災害薬事
コーディネーター

災害時
小児周産期
リエゾン

連
携

DHEAT

連
携

ＤＨＥＡＴ

県医療救護班

保健医療調整本部
（健康福祉部）

連携

県医療救護班

連携

県医療救護班

保健医療調整本部
（健康福祉部）

連
携

ＤＨＥＡＴ ＤＨＥＡＴ

DHEAT
連
携

保健医療調整本部
（健康福祉部）

１ 平時における役割
・二次医療圏単位等で設置する地域災害医療対策会議の
統括として、災害医療関係者のネットワークを構築

２ 参集
・発災後、４８時間以内を目安に、保健所等活動場所に参集
（業務調整員の同行を推奨）

３ 状況把握（サーベイランス）
・保健所、市町が入手済みの医療救護施設活動情報や道路
被害状況を把握
・県外医療チーム配置情報を県医療救護班から入手
・災害薬事コーディネーターからの情報入手

４ 状況分析（アセスメント）
・未入手情報の整理、必要に応じ行政以外からの情報入手
・支援の必要な地域、優先順位の分析

５ 医療資源需給調整（コーディネート）
・地域内の医療機関の状況を把握、分析し、医療チームの
配置調整、集約化や支援を実施
・必要に応じ、県医療救護班に対し医療チームの派遣要請
（災害拠点病院は原則として県が直接派遣調整）
・参集した医療チームへの活動指示、情報共有
・災害薬事コーディネーターと連携し医薬品等の供給を確保
・小児等の支援にかかる災害時小児周産期リエゾンとの連携
・健康危機管理の調整にかかるＤＨＥＡＴとの連携

要請 回答

災害時（災害時（33日～日～11週間）における災害医療コーディネーターの役割週間）における災害医療コーディネーターの役割

静岡県災害対策本部 フェーズⅡ【災害急性期 （３日～１週間） 】中心に活動

方 面 本 部

提言・要請

実施指示

活動場所：原則として保健所（困難な場合は所属病院等）

災害医療コーディネーターの活動概要

土木班
（道路）

指令班

健康福祉班

［保健所長］
（実施責任者）

物資班

指令部 日赤

医師会

◎平時に構築したネットワークを活用し、災害時（3日～1週間）の医療資源需給調整に関する保健所長業務を補完

報告・要請
地域の状況把握
病院間の配置調整等

平時の地域災害医療対策会議で構築したネットワーク

医薬品等の
供給確保

県と直接連携

災害薬事
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

二次医療圏単位

災害拠点
病院

医師会

医療関
係団体

市 町

救護所

救護病院

日赤・ＪＭＡＴ等

災害医療
コーディネーター

（災害拠点病院、医師会の医師等）

災害時、保健所とｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰは
一体的に本部活動

保健医療
活動チーム

消防本部

保健医療
活動チーム

小児等の
支援調整

DHEAT

DHEAT

医療救護班

保健医療調整本部
（健康福祉部）

災害時
小児周産期
リエゾン

日赤・ＪＭＡＴ等

（出典：静岡県医療救護計画）


